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第１章 基本計画策定の背景 

１ 基本計画策定の経緯 

 

 令和 5 年度に「福知山市企業交流プラザあり方検討会」が設置され、立地企業・従業員・地元企業

を対象とした意向調査やヒアリングが行われました。その結果、多様な期待が寄せられていることが

明らかとなりました。 

あり方検討会での計 6 回にわたる議論を通じて、施設に求められる機能や更新の方向性について幅

広い視点から検討が行われ、令和 7 年 2月に提言書が提出されました。 

提言書を踏まえ、施設更新の方向性を定める基本計画を策定するため、福知山市企業交流プラザ基

本計画策定委員会を設置し、計 3回にわたり議論が行われました。 

委員会では、提言書において検討が必要とされていた施設機能や災害対応といった項目について具

体化に向けた議論が行われ、令和 7 年 12 月には報告書が提出されました。 

本市においては、委員会から提出された報告書の内容を踏まえて、基本計画を策定するものです。 

 

【時系列】 

日程 会議等 

令和 5年 08 月 21 日 第 1回福知山市企業交流プラザあり方検討会 

令和 5年 11 月 24 日 第 2回福知山市企業交流プラザあり方検討会 

令和 6年 3月から 5月 

[意向調査] 

・調査票によるアンケート調査 

・調査票を基にした訪問によるヒアリング調査 

令和 6年 05 月 30 日 第 3回福知山市企業交流プラザあり方検討会 

令和 6年 07 月 30 日 第 4回福知山市企業交流プラザあり方検討会 

令和 6年 11 月 08 日 第 5回福知山市企業交流プラザあり方検討会 

令和 6年 01 月 17 日 第 6回福知山市企業交流プラザあり方検討会 

令和 7年 02 月 14 日 提言書の提出 

令和 7年 06 月 20 日 第 1回福知山市企業交流プラザ基本計画策定委員会 

令和 7年 10 月 03 日 第 2回福知山市企業交流プラザ基本計画策定委員会 

令和 7年 12 月 04 日 第 3回福知山市企業交流プラザ基本計画策定委員会 

令和 7年 12 月 15 日 福知山市企業交流プラザ基本計画策定委員会より報告 
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２ （仮称）福知山市企業交流プラザの基本理念 

 

 

 

 
 

長田野工業団地は50年にわたり、福知山市のものづくり産業を牽引し、地域経済の基盤として発展

してきました。今後も持続的な成長を実現するためには、立地企業のみならず、地元企業、さらには

将来世代を含む多様な主体が交流し、互いの強みや知見を持ち寄ることが不可欠です。 

本施設は、企業間の交流や人材育成を促し、地域内外の技術・情報の結節点として機能することで、

交流を通じて新たな技術や価値が共創される地域全体の産業振興拠点となることを推進するものです。 

また、高等教育機関や研究機関との連携を促し、次代の産業を担う若者への学びやキャリア形成の

機会を提供することで、将来にわたる地域産業の人材確保を支える役割も担います。 

加えて、災害対応機能を備えることで、非常時における工業団地内の災害対策本部活動拠点として

の役割を全うします。 

これらの取組を通じて、長田野工業団地の活性化と、地域経済の持続的な発展に貢献する産業振興

の交流拠点をめざします。 

 

３ 基本方針 

 

１）団地内企業間交流 立地企業と立地企業をつなぐ工業団地の産業振興拠点 

 長田野工業団地の立地企業同士が日頃から相互に親睦を深め、情報共有や協力関係の構築を

促すことで、連携を強化するための拠点として機能を充実させます。 

 就業者にとっては日常的に利用しやすい憩いと交流の場とし、働く人々が安心して過ごせる

環境を提供することで、工業団地全体の一体感を醸成し、継続的な操業を支えます。 

２）地域内企業間交流 地元企業と立地企業をつなぐ地域の産業振興拠点 

工業団地立地企業だけでなく、地元企業も広く参加できる開かれた場とします。 

企業が自社の製品やサービスを紹介し、商談や協力関係の構築につながる展示会や商談会を

開催できる場として、多様な事業者が相互に連携できる環境を整えます。 

企業が共同で実施する合同研修を通じて、人材育成の質向上を図る場としての活用を推進し

ます。 

３）世代間交流 企業と若者との交流を提供し、就職促進や魅力を伝える発信拠点 

合同企業説明会や就職イベント、モノづくり体験などを実施し、若者が企業の魅力に触れら

れる場とするとともに、技術者や経営者との世代を超えた交流を通じて将来世代が産業の魅力

を理解し、地域企業への就職意欲を高められる機会を提供します。 

４）産学間交流 企業と大学等の研究機関との交流拠点 

大学や研究機関と企業が交流し、新しい技術や価値を共創するイノベーションハブとして機

能することで、地域の産業力向上や新事業の創出につながる先進的な拠点づくりを通じて地域

全体の産業振興を推進します。 

～長田野工業団地の活性化と地域経済の発展に貢献する産業振興の交流拠点～ 

長田野工業団地立地企業はもとより、地元企業や将来世代など多様な企業と人々が集い、

交流を通じて新たな技術や価値が創造される地域全体の産業振興拠点 
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第２章 建設予定地 

１ 既存敷地の概要 

 

既存敷地は、長田野工業団地内の中央付近に位置しており、団地全体から利用しやすい立地とな

っています。 

また、国道9号線や舞鶴若狭自動車道福知山ICからのアクセスが良好で、自動車による移動がス

ムーズに行える環境であるとともに、敷地には駐車場整備に十分な面積が確保されており、会議や

イベント開催時には団地外からの参加者にとっても利便性が確保されています。 

近隣には福知山公立大学、京都府立工業高等学校、京都府立福知山高等技術専門校が立地してお

り、教育機関との連携に適した環境が整っています。 

 

 

２ 建設予定地の考え方 

 

建設場所については、以下の理由から現在の福知山市企業交流プラザ敷地内に建設することを基本

として検討します。 

 

工業団地内に設置することで、立地企業間の交流促進を図ることができます。 

国道やインターチェンジからのアクセスが良好であり、利用者にとって利便性が高い立地となっ

ています。 

既存敷地は高台に位置しているため、水害リスクが低く、安全性の面でも優れています。 

これらの条件により、災害発生時においても平常時と同様に施設機能を発揮できることが期待さ

れます。 

一方、既存敷地以外で建設する場合には、用地選定に時間を要するほか、用地の取得に係る費用

が新たに必要となります。 

  

福知山駅 

福知山ＩＣ 

府立工業高校 

福知山公立大学 

長田野工業団地 

 

企業交流プラザ 

福知山高等 
技術専門校 
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【建設予定地基本情報】 

都市計画 

用途地域 工業専用地域 

建蔽率/容積率 60%/200% 

日影規制 なし 

行政計画等 

浸水深 1000 年/100 年 0m/0m 

防災機能（近隣避難所） 
地区避難所（六人部小学校、六人部地域公民

館、日新地域公民館、日新中学校） 

立地適正化計画区域 都市機能誘導区域外、居住誘導区域外 

敷地 

規模形状等 
面積 10,043.04 ㎡ 

形状 東西：40～180m、南北：20～70m 

接道条件 
接道幅 北 6m、西 15m、南 7m 

接道長さ 北 200m、西 70m、南 180m 

立地 

アクセス 

駅からの距離 福知山駅約 5.5km、石原駅約 2.3km 

バス 
長田野（中六人部バス） 

福知山インター（高速バス：大阪、神戸方面） 

周辺環境 

商業・飲食等 六人部方面に 1.1km、石原方面に 2.3km 

文化・集会等 桔梗が丘集会所 700m 

駐車場 100 台分（現施設敷地内） 

その他 国道 9号線沿線 

 

 

第３章 施設計画 

 

１ 施設機能 

 
 
基本方針 

 

 

 

事業内容 

 

 

 

 

 

 

      ・キッズスペース 

      ・飲食可能スペース 

・工業団地内災害対策本部の活動拠点 

 

     

1,2)企業間交流機能

商談会イベント

合同研修

展示イベント

3)世代間交流機能

モノづくり体験

小中高生アプローチ

雇用・就職イベント

4)産学間交流機能

オープンイノベーション

イノベーションハブ

その他機能 
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２ 施設構成 

 

本施設の構成は下記の通りとし、建物の構造は RC造を基本とする。延床面積については、諸

室に加えて、廊下やエレベーター、階段部分等を含めて、1,200 ㎡程度を目安する。また、誰も

が利用しやすいユニバーサルデザインに十分に配慮するものとする。 

ただし、施設建設時には、オーバースペックとならないように十分に配慮し、様々な用途に対

応できるよう汎用性の高い仕様とする。あわせて、トータルコストに留意しながら、適宜、木材

を活用するものとする。 

なお、施設の整備にあたっては、建物の機能性や効率性を追求するだけでなく、この施設を訪

れる人の感性が刺激され、対話を通じて生まれる気づきが新たな価値を創出し、イノベーション

を誘発するようなアートの視点にも配慮することとする。 

 

施設名 利用形態 
面積 

（概算） 

大ホール 
・教室形式で 200 席程度 

・商談会イベント、合同研修、展示イベントでの使用を想定。 
300 ㎡ 

交流スペース 

（ロビー） 

・飲食が可能なリラックスできるスペースとし、キッズスペースを

併設。 

・中・小規模の展示イベント、モノづくりの体験ワークショップ、

将来世代向けの教育プログラムでの利用を想定。 

200 ㎡ 

多目的ルーム 

・ミーティングスペースやブースを柔軟に展開できる広さを確保

し、共創を可能にする空間とする。 

・例えば、ファブラボ(※)のようにデジタル工作機器を用いてアイ

デアを形にできるオープンな場を想定する。 

80 ㎡～

120 ㎡ 

会議室×3室 

・30 人規模、1 室あたり 50 ㎡ 

・Wi-Fi 等オンライン会議向け設備、ホワイトボード等を設置 

・オープンイノベーションに関する協議等ができるよう、連結可能

とする。 

50 ㎡×3 

管理室 ・既存の企業交流プラザと同規模の事務室を想定 50 ㎡ 

協議室 ・10 人規模 20 ㎡ 

授乳室 ・ベビーカーの利用を想定し、１階に配置 10 ㎡ 

トイレ ・男女別とユニバーサルトイレを各階に設置 30 ㎡ 

倉庫 ・書庫、備品庫、倉庫を設置 100 ㎡ 

その他 ・給湯室、更衣室、外部物入、蓄電池室ほか 100 ㎡ 

※ファブラボ（Fab Lab）とは、市民・企業・学生など誰でも利用できる開かれた「ものづくり工房」であり、

デジタル工作機器を備え、アイデアを短期間で形にできる実験・創作拠点のこと。 

 

３ 環境配慮と災害対応 

 

本施設では、環境先進性を重視し、ZEB 認証の実現を目指す。再生可能エネルギーに関する新技術

についても、技術開発の状況に応じて、その導入を判断するものとする。 
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また、地元産木材の積極的な利用を推し進める。その際には、新たな木材部材や建築工法に関する

情報収集に努めるものとする。 

さらに、非常時にも工業団地内の災害対策本部として機能するよう、災害対応力の強化を図る。 

 ただし、これらの環境性能や災害対応の機能強化にあたっては、その導入・維持に係るコストを勘

案し、その是非を判断するものとする。 

 

４ 駐車場 

 

駐車場の整備において、利用者が安心して車で来館できるように、駐車台数を十分に確保する。 

敷地内には、高低差があることから、スロープ等の設置を含めて、利用者が段差を意識せずに移動

できるバリアフリー環境を充実させる。 

身体障がい者や妊婦、高齢者等にとっても安心して利用できる施設となるよう、動線や駐車場の配

置に十分に配慮するものとする。 

 

５ 施設の建設位置 

 

本施設の建設位置は、周辺道路からのアクセスを確保し、敷地を最大限に有効活用できるものとす

る。また、建物の形状や部屋の配置、採光性にも配慮し、施設構成とあわせて決定する。 

なお、敷地内には、高低差や段差があることから、外構工事の規模を考慮した上で、施設の配置を

最終的に判断するものとする。 

 

※図の 3 つのパターンは例示であり、具体的な建設位置は 3パターンからひとつを選ぶものでは

なく、上記に挙げた要素を考慮して判断するものとする。 
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第４章 総工事費の概算と財源 

１ 総工事費の概算 

 

近年、本市において整備された公共施設の費用から 1 ㎡あたりの単価を計算し、想定される工

事面積を乗じて解体工事費、建築工事費、外構工事費を算出し、設計業務費や地質調査費を加え、

概算費用の合計とした。 

 

【概算費用一覧表】                       (単位：百万円) 

項目 
参考とした 

公共施設や積算方法 
概算費用の考え方 

概算 

費用 

地質調査 内部積算 工程に係る人件費等を積み上げて算出 8 

設計業務 

(基本、実施、解体) 
内部積算 工程に係る人件費等を積み上げて算出 80 

解体工事 三岳会館解体工事 

参考施設の解体工事費用を延床面積で除して

計算した㎡単価に、既存建物の延床面積を乗

じて算出したものに物価・人件費等の高騰を

見込む 

267 

建築工事 桃映地域公民館 

参考施設の建築工事費用を延床面積で除して

計算した㎡単価に ZEB 対応等による費用増を

考慮し、新施設の想定延床面積を乗じて算出

したものに物価・人件費等の高騰を見込む 

945 

外構工事 丘地区施設集約工事 

参考施設で予定している外構工事の費用を対

象面積で除して計算した㎡単価に、敷地の想

定外構工事面積を乗じて算出したものに物

価・人件費等の高騰を見込む 

548 

合計  
 

1,848 

施設の概算総工事費については、ZEB 対応及び電力の施設内自給のための設備導入に伴う工事

費の増加、人件費・原材料費・物価高騰による費用全体の高騰を見込み、上表のとおり約 19 億

円と試算するが、これに加え、既存建物のアスベスト含有量レベルによる解体工事費用の増加、

新技術導入等に伴うプロポーザルの実施、環境配慮に関する新技術導入や地域産木材利用に伴う

設計業務・建築工事費用の増加、交流や共創実現のための事業に要する備品購入費、外構工事対

象面積の増加や造成・擁壁工事の追加などを見込み、最終的な施設全体の整備費用を約 20～25

億円と想定する。 

 

※なお、この概算費用は、今後の具体的な検討や社会情勢、経済情勢の変化等により総工事費

は変動する可能性がある。  
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２ 財源 

 

本施設の建設にあたっては、国庫補助金、府補助金や地方債等の諸財源を確保するものとする。 

 

・国庫補助金 新しい地方経済・生活環境創生交付金(第２世代交付金)【内閣府】、地域脱炭

素推進交付金【環境省】、林業･木材産業循環成長対策交付金【林野庁】など 

・府補助金 豊かな森を育てる府民税交付金、森林環境譲与税など 

・地方債 脱炭素化推進事業債、一般補助施設整備等事業債など 

・その他 寄附金、企業版ふるさと納税など 

 

第５章 施設整備スケジュール 

 

本施設の整備スケジュールは下図の通りである。 

このスケジュールは、環境配慮に関する新技術導入や施設コンセプトを広く募集するのためのプロ

ポーザルの実施、アスベスト含有量調査結果に伴う解体工事期間の延長、新技術導入による設計や工

事期間の延長等を想定した最長期間を示したものである。なお、業務内容の縮減や前倒し等により完

成が早まる可能性がある。 

 

区分 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

基本計画策定             

プロポーザル             

設計 

基本             

実施             

解体             

解体工事             

建築・外構工事             

 

 

第６章 管理運営に関する考え方 

 

本施設の管理運営は、基本理念に掲げる産業振興の実現に向けて、施設自体の管理業務と、施設

機能に基づく各種事業の運営に切り分けることも含めて検討する。 

長田野工業団地の立地企業はもとより、地元企業や将来世代など多様な企業と人々に開かれた場と

して運営される体制が構築されるものとする。 

そのため、本施設の管理運営体制は、一括して委託することにこだわらず、複数の主体が参画する

ことを想定するものとする。 

また、施設の基本方針に沿った目的達成のために、管理運営に関わる各主体には、数値目標の設定

および PDCA サイクルによる事業推進に努め、費用対効果の最大化を図る。 

 

完成 
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１ 福知山市企業交流プラザ基本計画策定委員会 

⑴ 開催日及び議事 

開催日 議事 

【第 1回】令和 7年 6月 20 日 

⑴委員紹介 

⑵委員会設置要綱確認及び委員長の選出 

⑶経緯（あり方検討会からの提言書）の説明 

⑷議題 

①施設機能（その他機能）について 

 ②施設構成について 

（オープンイノベーション機能について） 

 ③災害対応機能について 

⑸視察先の検討 

【第 2回】令和 7年 10 月 3 日 

⑴前回のまとめ 

⑵議題 

 ①オープンイノベーション、イノベーションハブ 

 ・視察結果の報告とアドバイザーからのアドバイス 

 ・施設構成の検討 

 ②環境配慮型施設 

・視察結果の報告とアドバイザーからのアドバイス 

・技術、機能の検討 

⑶次回委員会について 

【第 3回】令和 7年 12 月 4 日 

⑴議題 

①施設構成 

 前回積み残しのコスト比較について 

 ②施設の建設位置 

 ③概算費用と財源 

 ④管理運営体制 

⑵最終報告に向けて 
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⑵ 福知山市企業交流プラザ基本計画策定委員会委員名簿 

 氏名 所属団体等 

委員長 佐藤 充 福知山公立大学 地域経営学部 准教授 

委員 大林 泰山 大野自治会長 

 衣川 浩行 福知山市商工会 事務局長 

 杉山 俊輔 
長田野工業団地工場長会 

（ニンバリ株式会社 代表取締役社長） 

 柳井津 佑健 福知山商工会議所 専務理事 

アドバイザー 山下 晃正 京都府 参与 

 松原 斎樹 
京都府立大学大学院 生命環境科学研究科環境科学専攻 

生物材料物性学研究室 特任教授 

  



資料編－３ 

 

 福知山市企業交流プラザ基本計画策定委員会設置要綱を次のように定める。 

 

  令和７年５月１２日 

 

福知山市企業交流プラザ基本計画策定委員会設置要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、福知山市企業交流プラザあり方検討会から提出された提言書

の内容を基に、福知山市企業交流プラザ基本計画（次条第１号において「基本計

画」という。）を策定するための福知山市企業交流プラザ基本計画策定委員会

（以下「委員会」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を市長に報告する。 

（１）基本計画の策定に関する事項 

 （２）その他市長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 委員会は、委員６人以内をもって組織する。 

（委員） 

第４条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

 （１）学識経験、専門的知識を有する者 

 （２）市内関係団体を代表する者等 

 （３）その他市長が適当と認める者 

（任期） 

第５条 委員の任期は、委嘱した日から第２条に規定する事務が終了する日までと

する。 

（委員長） 

第６条 委員会には委員長を置き、委員の互選により定める。 
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２ 委員長に事故のあるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指

名する委員がその職務を代理する。 

（解散） 

第７条 委員会は、第２条に規定する事務が達成されたときに解散する。 

（会議） 

第８条 委員会の会議は、委員長が招集し、議事を進行する。 

２ 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会は、第２条に規定する事務を遂行するために必要があると認めるとき

は、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料

の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、産業部産業課において処理する。 

（雑則） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長

が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和７年５月１２日から施行する。 
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